
東播磨ものづくり交流会会則 
（名 称） 
第１条 本会は「東播磨ものづくり交流会」（以下「交流会」という。）と称する。 
 
（目 的） 
第２条 交流会は、東播磨県民局、東播磨産業振興協議会と連携しつつ東播磨地域の産業技術向上

を図り、新産業の創出や新分野進出をめざすとともに既存技術を再構築し、会員相互の情報交換

等を図ることを目的とする。 
 
（事 業） 
第３条 交流会はその目的を達成するために次の事業を行う。 
 (1) 新産業技術向上に関する研究 
  (2) 講演会、フォーラム、見学会等の開催 
  (3) その他必要と認める事項 
 
（組 織） 
第４条 交流会は総会、幹事会、必要によりテーマ別部会を置く。 
２ テーマ別部会は総会の承認を得たとき又は総会を招集する暇がない場合は会長が認めたときに

置くことができる。 
 
（会 員） 
第５条 交流会の会員は次のとおりとする。 
 (1) 正会員は交流会の目的に賛同する企業とする。 
  (2) 準会員は官公庁団体、商工会議所関係機関等とする。 
 
（役 員） 
第６条 交流会に次の役員を置く。 
 (1)  会長   １名 
 (2)  副会長  ３名 
 (3)  幹事   ５名 
 (4)  会計監事 ２名 
 
（役員の選出） 
第７条 役員は、総会において選出する。 
 
（役員の選出） 
第８条 役員の任期は１年とする。ただし再選、再任は妨げない。 
 
（職 務） 
第９条 会長は交流会を代表し、総会、幹事会等会議の議長となる。 
２ 副会長は、会長を補佐し又は代理する。 
３ 幹事は、幹事会を構成し、交流会の運営検討・執行に係る具体的協議等を行う。 
４ 会計監事は、会計を監査する。 
 
（会 議） 
第１０条 交流会に総会及び幹事会を置く。 
２ 総会は、毎年１回会長が招集する。ただし会長が必要と認めるときは臨時総会を開くことがで

きる。 



３ 幹事会は会長、副会長、幹事で構成し、交流会の予算・企画・運営及びテーマ別部会の開設・

運営を協議する。 
 
（総 会） 
第１１条 総会において審議する事項は、次のとおりとする。 
 (1)  事業計画及び収支予算に関すること 
  (2)  事業報告及び収支決算に関すること 
  (3)  役員の選任 
  (4)  その他必要な事項 
 
（事務局） 
第１２条 交流会の事務局を東播磨県民局商工労政課内に置く。 
 
（会 費） 
第１３条 交流会の正会員会費は次のとおりとする。 
     年会費 １０，０００円 
     ただし、５月以降の入会員については、当該初年度の会費は徴収しない。 
２ 年度中途の退会員については、会費の返還はしない。 
 
（会計年度） 
第１４条 交流会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 
（会 則） 
第１５条 会則の変更は幹事会で決議し、総会で承認を受ける。 
 
（補 則） 
第１６条 この会則に定めるもののほか、交流会の運営等に関して必要な事項は会長が別に定める。 
 
 
（附 則） 
     本会則は、平成１４年 ６月２１日から施行する。 

本会則は、平成１７年１２月１５日から施行する。（一部改正） 
本会則は、平成１８年１０月３１日から施行する。（一部改正） 
本会則は、平成２０年 ５月２７日から施行する。（一部改正） 

 
 
 
 


